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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

コーポレートガバナンスの充実は企業の成長に欠かせない重要課題として捉えており、経営の公正性・透明性・迅速性を確保し、より実効性の高
いコーポレートガバナンスの確立に取り組んでおります。

・株主の権利を尊重し、平等性の確保に努める。

・株主・顧客・取引先・社員・地域社会等のステークホルダーの利益を考慮し、適切な協働に努める。

・会社情報、経営目標の達成状況を適切に開示し、経営の透明性を確保する。

・取締役３人以上（うち社外取締役が過半数）で構成される監査等委員会の監査・監督により取締役会の機能強化を図る。

・株主との建設的な対話を促進するための体制整備に努め、かつ、株主の意見が取締役会に共有されるよう努める。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則１－２④】・【補充原則３－１②】

当社では、現在の株主構成を勘案し、英語版のホームページを作成するなど、海外投資家に対する情報発信に努めておりますが、ＩＲ資料や招集
通知の英訳は行っておりません。今後、海外投資家の構成比率等を勘案したうえで、必要と認められる場合には、ＩＲ資料等の英訳を検討いたし
ます。

【補充原則４－１③】

当社は、最高経営責任者である社長の後継者計画は策定しておりませんが、社長については、経験・能力・人格等の資質を踏まえ、経営状況や
対処すべき課題に応じて適切な人材を選定することとしております。

【原則４－２】・【補充原則４－２①】

取締役の報酬は、本報告書のⅡ．１に記載のとおりであり、中長期的な業績と連動する報酬制度は導入しておりませんが、取締役は、もれなく役
員持株会に入会し、役位別に定められた目途値を勘案した金額を拠出して、毎月一定の額の当社株式を取得することにより、中長期的な業績を
重視した経営を行っています。中長期的な業績と連動する報酬制度の導入については、今後の検討課題として認識しております。

【補充原則４－２②】

当社はサステナビリティを巡る課題への対応は重要であるとの認識のもと、「ケルは地球にやさしい企業を目指します」との環境方針を掲げ、環境
マネジメントシステムの国際規格ＩＳＯ１４００１の認証の取得や、従業員の労働環境の一層の向上などに取り組んでおります。

今後につきましては、取締役会において中長期的な企業価値向上の観点から当社の事業特性とサステナビリティを巡る課題への取り組みについ
て議論を深め、基本的な方針を策定し、具体的な情報開示・提供に努めてまいります。

【原則４－１１】

取締役会は、社内外の多様な意見を当社経営に取り入れるため、取締役会メンバーの多様性確保を重要な取組課題と認識して取り組んでおりま
す。その観点から、女性の取締役の選任についても検討しておりますが、適任者を得ることができておりません。取締役会の多様性確保の観点か
ら、女性の取締役の選任についても検討を続けて参ります。

また、外国人の取締役は選任しておりませんが、国籍にかかわらず取締役にふさわしい人材を取締役候補者とする方針であり、外国人取締役の
選任についても検討を続けて参ります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４】

株式の政策保有は、保有先企業との取引関係の維持強化を通じて当社の企業価値向上につながる場合に限定して行っております。

保有する政策保有株式につきましては、保有先企業との取引状況並びに保有先企業の財政状態、経営成績、株価及び配当等の状況を確認し、
取締役会に報告のうえ、保有の適否を検証しており、政策保有の意議が薄れたと判断した株式については、縮減の対象とし、売却を検討すること
としております。継続して保有することとした銘柄につきましては、政策保有の意議が引き続き認められました。

政策保有株式に係る議決権の行使については、当社の持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上に資するものであるか否か、並びに保有
先企業の株主共同の利益に資するものであるか否かなどを総合的に判断し、適切に行使することとしております。

【原則１－７】

当社では、取締役との間で取引を行う場合には、法令及び社内規程に基づいて、当社との利益相反を防止し、取引の公平性・公正性を図る観点
から、取引の合理性や取引条件について、あらかじめ取締役会において説明したうえで、承認決議を得ることにより、監視を行っています。また、
当該取引を実施した場合には、取引の内容について取締役会に報告することとしています。

また、当社と取締役及び関連当事者との取引の有無については、毎年、取締役からの書面による自己申告の方法により確認しております。

【補充原則２－４①】



当社では、女性・外国人・中途採用者の中核人材への登用等についての目標は設定しておりませんが、管理職としての資質を兼ね備え、管理職
に登用すべきと判断した社員は、女性・外国人・中途採用者関係なく登用する方針です。

多様性の確保に向けた人材育成方針、社内環境整備方針は制定しておりませんが、検討を進めて参ります。

【原則２－６】

当社では確定給付年金制度及び厚生年金基金制度を採用しておらず、運用を行っておりませんが、確定拠出年金制度を採用しております。確定
拠出年金制度の運用機関・運用商品の選定に際しては、制度の説明や運用実績の提供等、従業員への十分な情報提供及び適切な制度運用に
努めています。

【原則３－１】

（ⅰ）当社は「社員の物心両面の幸せを追求するとともに、企業活動を通じて社会の発展に貢献する」ことを経営理念として定めております。詳しい
内容につきましては当社ホームページにて開示させていただいております。【https://www.kel.jp/corporate/message/】

当社では、中期経営計画については、当社ホームページに掲載している決算説明資料において開示しております。【https://www.kel.jp/investor/li
brary/financial/】

（ⅱ）コーポレートガバナンスの充実は企業の成長に欠かせない重要課題として捉えており、以下の基本方針の下、経営の公正性・透明性・迅速
性を確保し、より実効性の高いコーポレートガバナンスの確立に取り組んでおります。

　・株主の権利を尊重し、平等性の確保に努める。

　・株主・顧客・取引先・社員・地域社会等のステークホルダーの利益を考慮し、適切な協働に努める。

　・会社情報、経営目標の達成状況を適切に開示し、経営の透明性を確保する。

　・取締役３人以上（うち社外取締役が過半数）で構成される監査等委員会の監査・監督により取締役会の機能強化を図る。

　・株主との建設的な対話を促進するための体制整備に努め、かつ、株主の意見が取締役会に共有されるよう努める。

（ⅲ）1.報酬等の体系

　（１）取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬等

　　　取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬等は、固定の月額報酬と業績連動の役員賞与により構成し、株主総会決議により定められた

　　　報酬限度額の範囲内で支給する。

　　　　・月額報酬

　　　　　適正な水準を考慮し、役職別により決定する。

　　　　・役員賞与

　　　　　連結業績および配当方針等を考慮した一定の基準に基づき算定した額を賞与とし、毎年一定の時期に支給する。

　　　　・報酬等の種類別の割合

　　　報酬等の種類別の割合は次を目安とする。

　　　　月額報酬　　７０％

　　　　役員賞与　　３０％

　（２）取締役（監査等委員）の報酬等

　　　取締役（監査等委員）の報酬等は、固定の月額報酬のみで構成し、株主総会決議により定められた報酬限度額の範囲内で支給する。

　　　　・月額報酬

　　　　　適正な水準を考慮し、社外取締役・それ以外の別、常勤・非常勤の別、監査等委員会における職務の別等により決定する。

　　　　・役員賞与

　　　　　取締役（監査等委員）に対しては、役員賞与は支給しない。

2.報酬の決定

　（１）取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬等

　　　取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬等の決定に際しては、事前に独立社外取締役にその内容を説明し、その意見を聴取した

　　　うえで、取締役会において決定しております。また、取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬等の適切性については、監査等委員会に

　　　おいて審議しております。

　（２）取締役（監査等委員）の報酬等

　　　取締役（監査等委員）の報酬等は、取締役（監査等委員）の協議により決定しております。

（ⅳ）取締役（監査等委員であるものを除く。）の選任については、知識、経験、能力等のバランスを考慮し、代表取締役がその候補を選定し、独立
社外取締役が過半数を占める監査等委員会においてその適切性について審議したうえで、監査等委員会の意見を踏まえて、取締役会の決議に
より指名をしております。

取締役（監査等委員）の候補については、監査等委員会の同意のもと、適切な監査・監督を行うに十分な専門知識や経験・見識を有しているもの
を選定しております。

社外取締役については、会社法の要件及び東京証券取引所の定める独立性基準に基づき、一般株主と利益相反が生じるおそれのないものを独
立社外取締役として選定しております。

代表取締役を含む経営陣について、法令・定款違反があった場合のほか、その選任基準を満たさないあるいは職務遂行が困難と判断される場合
は、監査等委員会の意見も聴取したうえで、取締役会は、株主総会に提出する当該取締役の解任議案を決定します。

（ⅴ）取締役候補の指名を行う際の個々の選解任・指名については、「株主総会招集のご通知」の株主総会参考書類に個々の略歴及び選任理由
を記載しております。【https://www.kel.jp/investor/stock/general_meeting/】

【補充原則３－１③】

当社は、「ケルは地球にやさしい企業を目指します」との環境方針を掲げております。かかる方針に基づき、環境マネジメントシステムの国際規格Ｉ
ＳＯ１４００１の認証を取得しており、当社ホームページで具体的取り組みについて紹介しております。

人的資本や知的財産への投資等についての情報開示・提供については、今後の検討課題と考えております。

【補充原則４－１①】

当社は、取締役会に付議すべき事項について、取締役会が定める取締役会規程に明確に規定しております。取締役会規程においては、法令及
び定款に定められた取締役会の決議事項の他、経営計画の決定、重要な組織の新設および改廃、重要な投融資、組織再編等、経営上の重要な
事項を取締役会に付議すべきものと定めております。

【原則４－９】

当社は、独立社外取締役の選任に当たって、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき独立役員の資格を充たすとともに、取締役会におい
て、経営陣から実質的に独立した立場で判断を行い得るかどうかを検討することとしております。

【補充原則４－１０①】

当社は、独立した諮問委員会は設置しておりませんが、取締役候補者や取締役の報酬の決定にあたっては、事前に独立社外取締役に内容を説



明し意見を求めたうえで、取締役会において当該意見を踏まえた十分な審議を行い決定しております。

取締役会における決議には、独立社外取締役も参加しており、また、取締役候補者や取締役の報酬については、独立社外取締役が過半数を占
める監査等委員会で、その適切性について検討していることから、取締役候補者や取締役の報酬の客観性・透明性は確保されていると考えてお
ります。

【補充原則４－１１①】

当社の取締役の員数は、当社の事業規模を勘案し、定款により、取締役（監査等委員であるものを除く。）は８名以内、取締役（監査等委員）は４
名以内と定めており、国籍、人種、性別などにかかわらず、取締役に最適と思われる人材を取締役候補者として指名し、株主総会において選任い
ただいております。現在、当社の取締役会は、企業経営に関する豊富な知識・経験を有し、それぞれの担当分野に関する知見を兼ね備えた取締
役（監査等委員であるものを除く。）４名、取締役（監査等委員）３名（うち２名が独立社外取締役）で構成されております。

なお、取締役会の実効性のさらなる向上と構成バランスを可視化できるよう、今後、独立社外取締役を含めたスキル・マトリックスの作成・開示に
向けて検討を行ってまいります。

【補充原則４－１１②】

当社においては、取締役が他社の役員を兼任することは取締役会の承認事項としており、その役割・責務を適切に果たすために支障をきたすこと
のないよう合理的な範囲に留めております。また、毎年、監査等委員を含む全取締役に対して、他の会社等の役員の兼任状況を確認しており、重
要な兼任状況については、事業報告及び株主総会参考書類において開示しています。

【補充原則４－１１③】

当社では、現在、取締役会の実効性評価を実施しておりませんが、取締役会は当社の経営の適法性及び効率性を確保し向上させるための重要
な使命を担っているとの認識のもと、その実効性を高めるため、取締役会の構成、会議運営等につき討議し、継続的に見直しを行い課題の解決
に努めております。

なお、当社は、２０２１年度より、毎年、取締役会の実効性評価を実施することを予定しております。具体的には、全取締役に対して取締役会の運
営や課題等についてのインタビュー・アンケート等を実施し、担当部門が評価結果を取りまとめ、その結果を取締役会に報告し、報告において取締
役会の実効性に関する課題が指摘された場合には、その課題の改善に取り組むことで取締役会の実効性の向上に努めて参ります。実効性評価
の結果の概要につきましては、実施後のコーポレートガバナンス報告書において開示する予定でございます。

【補充原則４－１４②】

当社の取締役は、取締役就任時において、外部セミナーへ参加することなどにより、必要とされる情報や知識の習得に努めております。また、社
外取締役については、当社グループの事業内容の理解を深めることを目的に、当社の事業・財務・組織等に関する説明の機会を設けると共に、事
業所・営業所の視察を行っております。

また、就任後においても、各取締役が、上場会社の取締役として必要な知識の習得やその更新のために、外部セミナー等に参加する場合は、そ
の費用を会社で負担するなどのサポート体制を構築しております。

【原則５－１】

(ⅰ)管理本部長をＩＲ担当として選定しております。

(ⅱ)ＩＲ担当である管理本部長を中心に、経営企画室及び管理本部（総務、経理）等の社内の関係部署の有機的な連携を行っております。

(ⅲ)当社のホームページにＩＲ専用の問い合わせ窓口を明記し、株主・投資家からの要望・質問を受け付けております。

(ⅳ)株主・投資家から寄せられた意見は、管理本部長より定期的に取締役会に報告しております。

(ⅴ)決算期日の翌日から決算発表日までを沈黙期間と定め、決算・業績見通しに関する質問への回答やコメントを差し控えることなどを「ディスク
ロージャーポリシー」に定め、インサイダー取引を未然に防止する「インサイダー取引管理規程」を制定するなどし、機密漏えいを防ぎ、情報管理の
徹底を図っております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

菊水電子工業株式会社 512,500 7.05

小林寛子 309,525 4.26

日本生命保険相互会社 291,500 4.01

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 291,400 4.01

橋本幸雄 230,000 3.17

芹澤圭二 217,000 2.99

アジア電子工業株式会社 181,600 2.50

ケル社員持株会 163,434 2.25

BANK JULIUS BAER SINGAPORE INDIVIDUAL PORTFOLIO NO.SG06922000-02 145,500 2.00

INTERACTIVE BROKERS LLC 127,300 1.75

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし



補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 スタンダード

決算期 3 月

業種 電気機器

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人以上500人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 12 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 7 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

太田三男 他の会社の出身者 △



泉澤大介 公認会計士 △

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

太田三男 ○ ○

太田三男氏は、過去（８年前）に当社のメ
インバンクである株式会社三菱ＵＦＪ銀行
の業務執行者（使用人）として勤務してい
た。

太田三男氏につきましては、これまでの金融業
界での会計・財務の知識や経験に加え、産業
用機械メーカでの管理部門の担当執行役員と
して経営に参画し、多様で豊富な経験と知識を
有しており、独立した立場で当社の経営に適切
な助言をいただけると判断しております。過去（
８年前）に当社のメインバンクである株式会社
三菱ＵＦＪ銀行に業務執行者（使用人）として勤
務しておりましたが、同行退職後８年以上の年
数が経過しており、同氏を一般株主と利益相反
が生じるおそれのない者と判断し、独立役員と
して指名いたしました。

泉澤大介 ○ ○

泉澤大介氏は、過去（２５年前）に当社の
会計監査人である有限責任監査法人トー
マツの業務執行者（使用人）として勤務し
ていた。

泉澤大介氏につきましては、社外取締役となる
こと以外の方法で会社の経営に関与された経
験はありませんが、公認会計士および税理士
の資格を有し、多様で豊富な知識や経験により
、独立した立場で当社の経営に適切な助言を
いただけると判断しております。過去（２５年前）
に当社の会計監査人である有限責任監査法人
トーマツの業務執行者（使用人）として勤務して
おりましたが、同法人退職後相当の年数が経
過しており、 同氏を一般株主と利益相反が生じ

るおそれのない者と判断し、独立役員として指
名いたしました。

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役（名

）
社外取締役（名

）
委員長（議長）

監査等委員会 3 1 1 2 社外取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

あり

当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項

・監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項

監査等委員会の職務は、内部監査室においてこれを補助するものとする。



・監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関する事項

内部監査室の使用人は、監査等委員会を補助すべき職務については、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の指揮命令を受けない。

内部監査室の使用人の人事異動・評価等については、監査等委員会の事前の同意を得て決定する。

・監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に対する監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項

内部監査室の使用人は、監査等委員会を補助すべき職務については、監査等委員会の指示命令に従うものとする。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査等委員会は、当社の会計監査人、内部監査室及び子会社の取締役等と情報・意見交換等を行う会合を定期的に開催し、緊密な連携を図る
ものとする。

【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【独立役員関係】

独立役員の人数 2 名

その他独立役員に関する事項

独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入

該当項目に関する補足説明

（１）取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬等

取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬等は、固定の月額報酬と業績連動の役員賞与により構成し、株主総会決議により定められた報酬
限度額の範囲内で支給する。

・月額報酬

適正な水準を考慮し、役職別により決定する。

・役員賞与

連結業績および配当方針等を考慮した一定の基準に基づき算定した額を賞与とし、毎年一定の時期に支給する。

・報酬等の種類別の割合

報酬等の種類別の割合は次を目安とする。

　　月額報酬　　７０％

　　役員賞与　　３０％

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】



（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

取締役（監査等委員であるものを除く。）７名に支払った報酬等の総額１６１，４４０千円

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

当社は、2021年３月５日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議
に際しては、あらかじめ決議する内容について監査等委員会の意見を確認しております。

また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が当該決
定方針と整合していることや、監査等委員会の意見が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりであります。

１．報酬等の体系

（１）取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬等

取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬等は、固定の月額報酬と業績連動の役員賞与により構成し、株主総会決議により定められた報酬
限度額の範囲内で支給する。

・月額報酬

適正な水準を考慮し、役職別により決定する。

・役員賞与

連結業績および配当方針等を考慮した一定の基準に基づき算定した額を賞与とし、毎年一定の時期に支給する。

・報酬等の種類別の割合

報酬等の種類別の割合は次を目安とする。

　　月額報酬　　７０％

　　役員賞与　　３０％

（２）取締役（監査等委員）の報酬等

取締役（監査等委員）の報酬等は、固定の月額報酬のみで構成し、株主総会決議により定められた報酬限度額の範囲内で支給する。

・月額報酬

適正な水準を考慮し、社外取締役・それ以外の別、常勤・非常勤の別、監査等委員会における職務の別等により決定する。

・役員賞与

取締役（監査等委員）に対しては、役員賞与は支給しない。

２．報酬等の決定

（１）取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬等

取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬等は、取締役会で決定する。

（２）取締役（監査等委員）の報酬等

取締役（監査等委員）の報酬等は、取締役（監査等委員）の協議により決定する。

【社外取締役のサポート体制】

社外取締役２名は監査等委員であるため監査等委員会を補助する内部監査室が社外取締役の職務をサポートしております。

・監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項

監査等委員会の職務は、内部監査室においてこれを補助するものとする。

・監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関する事項

内部監査室の使用人は、監査等委員会を補助すべき職務については、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の指揮命令を受けない。

内部監査室の使用人の人事異動・評価等については、監査等委員会の事前の同意を得て決定する。

・監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に対する監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項

内部監査室の使用人は、監査等委員会を補助すべき職務については、監査等委員会の指示命令に従うものとする。

【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

氏名 役職・地位 業務内容
勤務形態・条件

(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日 任期



土居　悦郎 顧問 ――― 非常勤 2022/6/28 １年

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 1 名

その他の事項

代表取締役社長等を退任した者が顧問・相談役に就任する場合でも、遂行する職務は会社の業務に関し取締役社長の諮問に応じるなど特定の
業務に限られ、経営全般には一切関与いたしません。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

（取締役会）

取締役会は、意思決定と実行の機動性を重視し少数の取締役で構成され、月１回の定時取締役会の開催に加え、重要案件が生じたときには臨
時取締役会を都度開催しております。付議内容は、月次の業績及び取締役会規程に定められた経営判断事項で、迅速な意思決定ができる体制
を整えております。

（監査等委員会）

監査等委員会は、取締役３名で構成しており、うち２名を社外取締役としております。監査等委員会を構成する取締役である監査等委員は、監査
等委員以外の取締役の選任・解任等や報酬等について、株主総会において監査等委員会の意見を述べる権利があり、業務執行取締役から一定
程度独立した立場で、適正に取締役の業務執行の監督を行うことができます。

また、取締役会において決定された、内部監査を含む内部統制システムの各体制を通じ、経営全般に亘る取締役による業務遂行を監査しており
ます。必要に応じ内部監査部門に監査や改善提案等の指示を行い、この直接の指示により、監査等委員会と内部監査部門が連携し、より実効的
に両者の監査が行える体制としております。

（経営会議）

経営会議は、部長以上の社員と取締役で構成され、毎月１回の定例会議と必要に応じて行われる臨時会議によって、経営判断が的確に伝達され
速やかに実行されるよう活発な意見交換が行われております。

（内部監査の状況）

代表取締役社長の直轄組織として、内部監査室を設け、スタッフ２名を配置し、経営目標の達成に向けた効率的・効果的な業務遂行と最高経営責
任者として社長が認識するビジネス・リスク等のコントロールのため、受査部門への直接の調査・報告聴取を含む監査を行っております。

会計監査は、有限責任監査法人トーマツが行っております。

１．会計監査業務を執行した公認会計士

　　　指定有限責任社員 業務執行社員 奥津佳樹

　　　指定有限責任社員 業務執行社員 原　康二

２．監査業務に係る補助者の構成

　　　公認会計士５名

　　　その他 ７名

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

コーポレート・ガバナンスの充実は企業の成長に欠かせない重要課題として捉えており、株主・顧客・取引先・従業員・地域社会等のステークホル
ダーとの適切な協働に努め、経営の公正性・透明性・迅速性を確保し、より実効性の高いコーポレート・ガバナンスの確立に取り組んでおります。
会社の規模、事業内容等から勘案し、監査等委員会設置会社制度が当社にとって適切なコーポレート・ガバナンス体制であると考えております。

監査等委員会設置会社は、監査等委員に対し、取締役としての職務執行の監督権限に加え、監査等委員としての監査権限を付与することにより
、監督および監査の両面から、より取締役会の機能強化を図ることができます。

なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針はありませんが、選任にあたっては、証券取引所の独立役員の独立性に関す
る判断基準等を参考にしております。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送 法定期日の３営業日前以上に発送しております。本年は６月６日に発送いたしました。

電磁的方法による議決権の行使 インターネットによる議決権行使を採用しております。



その他

株主の皆様に十分な検討期間を確保していただける様に、招集通知の発送日の１週間前
までに招集通知のＰＤＦファイルを東京証券取引所及び当社ウェブサイトに掲載いたしま
した。

本年は５月２５日に掲載いたしました。

株主総会での事業報告のビジュアル化を実施しており、招集通知と併せて当社ホームペ
ージに掲載しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表 当社ホームページのＩＲ情報で公表しております。

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

個別にＩＲミーティングを行っております。 なし

海外投資家向けに定期的説明会を開催 個別にＩＲミーティングを行っております。 なし

IR資料のホームページ掲載

第２四半期及び期末決算説明資料、決算短信、有価証券報告書や事業報告
書などを掲載しております。また、株主総会招集通知、決議通知につきまして
も掲載しております。

決算説明資料内で中期経営計画を開示しております。

IRに関する部署（担当者）の設置
担当部署は管理本部となります。

お問合わせ先：042-374-5810

メールアドレス：ir@kel.jp

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

経営理念「社員の物心両面の幸せを追求するとともに、企業活動を通じて社会の発展に貢
献する。」の実現に向け、経営基本方針を下記のとおり定めております。

経営基本方針

　１．オープンで、フェアな企業活動を基本として、信頼される企業を目指す。

　２．最先端技術の研究と開発に努め、お客様のご要望にお応えする魅力ある商品を提供
する。

　３．個人の創造力とチームワークの強みを最大限に高める企業風土をつくる。

　４．効率的な経営を通じて、長期安定的な成長と、共存共栄を実現する。

また、当社では企業行動基準を定め、当社およびグループ会社の全役職員に対し、企業
行動基準の遵守、実践を推進しております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

環境マネジメントシステムの国際規格ＩＳＯ１４００１の認証を取得しております。

環境方針をホームページに掲載しております。

欧州連合（ＥＵ）によるＲｏＨＳ指令及びＲＥＡＣＨ規制に基づき、製品への禁止物質の規制
に対応しております。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

内部統制システム構築に係る基本方針

１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

（１）取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任を果たすために、企業行動基準、社内規程を全役職員に周知徹
底させるとともに、これを実践的に運用し、コンプライアンス体制の強化を図る。

（２）取締役及び使用人に対して定期的な教育を実施し、コンプライアンス尊重意識の高揚を図る。

（３）反社会的勢力からの不当要求に対しては、外部専門機関と連携のうえ、組織全体で毅然とした態度で対応し、一切の関係を遮断する。

（４）コンプライアンスの維持及び経営の効率性の確保は、各取締役が分掌範囲について責任を持って行う。



（５）内部通報制度を活用し、違法行為や倫理違反等に対し、社内で自浄作用を働かせ、不祥事の未然防止を図る。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役は、株主総会・取締役会・経営会議等の議事録、稟議決裁書その他職務の執行に係る情報を文書管理規程の定めるところにより適切に保
存し管理する。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

（１）リスクマネジメント基本規程及び経営危機管理規程に基づき、リスク管理を適切に行う。

（２）内部監査室による各種監査の実施や内部通報制度の活用により、リスクの早期発見、早期解決を図る。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

（１）中期事業計画を定め、会社が達成すべき目標を明確化するとともに、各取締役の業務目標を明確化し、その評価方法を明らかにする。

（２）取締役の意思決定の迅速化を図るとともに、重要な事項については経営会議の合議により慎重な意思決定を行う。

５．当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

（１）子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

当社の企業行動基準を全子会社に適用し、子会社の全従業員に周知徹底させるとともに、子会社の規程等を整備し、グループ全体のコンプライ
アンス体制を構築する。

（２）子会社の取締役等の職務の執行に係る当社への報告に関する体制

当社は、子会社の経営内容を的確に把握するため、「関係会社管理規程」に基づき適切に管理する。

当社は、子会社の経営成績、財務状況その他の重要な情報について、月次並びに四半期毎に、決算財務報告及びその他の重要な情報の提出を
求める。

（３）子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社の「リスクマネジメント基本規程」を全子会社に適用し、グループ全体のリスク管理を適切に行う。

（４）子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社は、子会社が効率的に事業運営を行うために、子会社からの決算財務等の報告時に、子会社の取締役等に対し、事業運営の状況等につい
て担当役員がヒアリング等を実施し、必要に応じてアドバイスを行い、対応策を検討する。子会社は、グループ全体の事業計画に参画するために
、半期毎に予算を策定し、当社の取締役会に諮るものとする。

６．財務報告の信頼性を確保するための体制

財務報告に係る内部統制基本方針書に基づき業務を運用し、財務報告の信頼性の向上を図り、財務報告の内容に虚偽記載が生じることのない
ように努める。

７．監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項

監査等委員会の職務は、内部監査室においてこれを補助するものとする。

８．監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関する事項

（１）内部監査室の使用人は、監査等委員会を補助すべき職務については、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の指揮命令を受けない。

（２）内部監査室の使用人の人事異動・評価等については、監査等委員会の事前の同意を得て決定する。

９．監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に対する監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項

内部監査室の使用人は、監査等委員会を補助すべき職務については、監査等委員会の指示命令に従うものとする。

10．監査等委員会への報告に関する体制

（１）代表取締役及び業務執行取締役は、取締役会等において、随時その担当する業務執行の報告を行うものとする。

（２）取締役及び使用人は、監査等委員会が事業の報告を求めた場合、または業務及び財産の調査を行う場合は、迅速かつ的確に対応するもの
とする。

（３）取締役及び使用人は、法令の違反行為等、会社に重大な損害を与える事項の発生、または発生するおそれのある事実が発見された場合は
、直ちに監査等委員会に報告するものとする。

（４）子会社の取締役等及び使用人は、監査等委員会から事業等の報告、または業務及び財産の調査を求められた場合は、正当な理由があると
きを除き、その求めに迅速かつ的確に対応するものとする。

（５）子会社の取締役等及び使用人は、法令の違反行為等、当社または子会社に重大な損害を与える事実の発生、または発生するおそれのある
事実が発見された場合は、直ちに監査等委員会に報告するものとする。

11．監査等委員会へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

監査等委員会へ報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する。また、監査等委員会は、報告を行っ
た者及びその内容については、管理体制を整備し、報告を行った者が不利な取扱いを受けることを防止する。

12．監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）について生ずる費用等の処理に係る方針に関する事項

監査等委員が職務の執行についての費用の前払い・支払い請求をしたときは、当該費用が監査等委員の職務の執行に必要でない場合を除き、
速やかにその処理を行う。

13．監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

（１）監査等委員会は、当社の会計監査人、内部監査室及び子会社の取締役等と情報・意見交換等を行う会合を定期的に開催し、緊密な連携を
図るものとする。

（２）監査等委員会は、取締役の職務執行の監査及び監査体制の整備のため、代表取締役と定期的な会合を開催する。

（３）監査等委員会は、職務の執行にあたり必要な場合には、弁護士等の外部専門家等との連携を図るものとする。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

反社会的勢力排除に向けた整備状況

１．当社は、「企業行動基準」並びに「内部統制システムに関する基本方針」において、「社会市民の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団
体とは関係を遮断する」ことを宣言している。



２．反社会的勢力の関係排除については、法令及び企業理念に則り対応することが重要であるとの観点に立ち、当社は、「企業行動基準」並びに
「内部統制システムに関する基本方針」を役員及び社員に周知徹底するとともに「反社会的勢力対応規程」を制定している。また、本社管理本部に
不当要求防止責任者を置くとともに、「内部通報制度」を確立し、違法行為や倫理違反等に対し、組織的に取り組んでいる。

Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

―――



２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項 
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